
 
議案第６４号 

長与町表彰条例の一部を改正する条例 

平成２８年１２月６日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

表彰方法の見直しを行うとともに、所要の改正を行うもの。 

上記議案を提出します。 



   長与町表彰条例の一部を改正する条例 

 長与町表彰条例（昭和４１年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「６カ月」を「６か月」に改める。 

 第８条を次のように改める。 

 （表彰方法） 

第８条 表彰方法は、表彰状及び記念金品の授与により行うものとする。 

 第９条中「自治会長、学校長及び各種機関の長」を「執行機関の長」に改める。 

 第９条の２中「おく」を「置く」に改め、同条第３項中「かかる」を「係る」に、「終了

したときは」を「終了した時は、」に改める。 

 第１０条中「記念品」を「記念金品」に改める。 

 第１１条を次のように改める。 

 （欠格事項） 

第１１条 町民感情にそぐわない者及び町長が不適当と認める者については、表彰を行わ

ないものとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


